
令和２年度

川越市自治会連合会総会資料
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―― 快適なまち川越 ――
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令和２年度 川越市自治会連合会総会議事

＜議案第１号＞ 令和元年度川越市自治会連合会事業報告

＜議案第２号＞ 令和元年度川越市自治会連合会決算報告

令和元年度川越市自治会連合会監査報告

＜議案第３号＞ 令和２年度川越市自治会連合会事業計画（案）

＜議案第４号＞ 令和２年度川越市自治会連合会予算（案）

＜議案第５号＞ 令和２年度川越市自治会連合会役員（案）
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＜議案第１号＞

令和元年度 川越市自治会連合会事業報告

自治会の健全な発展を助長し、市との緊密な連絡協調を図り、もって市民福祉の増進に寄与する

ことを目的として、次の事業を実施した。

１ 防犯・防災対策の推進

⑴ 登下校時における子どもたちの見守り活動を行うとともに、青色パトロールカー（青パト）

を利用するなどして、地域の防犯パトロールを行い、地域の安全・安心に努めた。

⑵ 防犯キャンペーンに参加するとともに、関係団体と連携し、街頭犯罪防止等の啓発活動を行

った。

⑶ 防犯のぼり旗用にポールを購入し、各自治会に配付した。

２ 交通安全対策の推進

⑴ 地域から交通事故を無くすため、大塚小学校においてスタントマンの実演による「交通安全

教室」を開催し、参加者に交通安全の啓発グッズを配付した。

⑵ 年４回の交通安全運動（春、夏、秋、冬）に参加するとともに、関係団体と連携して交通事

故防止の啓発活動を行った。

３ 環境美化の推進

⑴ 緑の募金活動に協力するとともに、健康まつりの会場において、ブルーベリーの苗木

（３００株）を配布し、緑化の推進を図った。

⑵ 東京２０２０オリンピック・パラリンピックを盛り上げるため、霞ヶ関駅前ロータリーに花

壇を設置した。

４ 青少年健全育成の推進

⑴ 子どもたちの生きる力を育むとともに、子どもたちを家庭、学校、社会教育施設、地域社会

のネットワークの中で育てる、地域子どもサポート事業を支援した。

⑵ 自治会の役員等が中心となり、学校の登下校時における児童・生徒の見守り活動を実施する

とともに、夜間パトロール等を実施した。

⑶ 青少年健全育成川越市民大会を後援するとともに、青少年を育てる地区会議の役員により、

地域の実情に応じた活動を展開した。

⑷ 通学路への掲出用のぼり旗を作製し、各自治会に配付した。

５ 広報活動の充実

「自治連だより川越」を発行した。自治会への理解と参加を得るため、広報紙の内容充実に努

めた。
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６ 地域活動への支援

地域社会における防犯対策の推進、住民の福祉の増進を図るため、下記の４支会が実施した事

業に地域活動支援費を交付した。

① 第六支会……第六支会ふれあいまつり（地域住民の福祉の増進）

② 第十一支会…地域ふれあいまつり（地域住民の福祉の増進）

③ 高階支会……七町合同ふれあい祭り（地域住民の福祉の増進）

④ 名細支会……名細地域環境美化事業（環境美化の推進）

７ コミュニティづくりの推進

彩の国コミュニティ協議会主催のシラコバト賞に、地域コミュニティづくりに貢献した方々を

推薦した。

８ 自治会への加入促進

自治会加入促進チラシを作製・配付するとともに、「東京２０２０大会に向けた 1年前イベン

ト in 川越」において、活動内容紹介パネルの展示、自治会加入促進クリアファイルと花の種を

配付した。

９ 女性参画によるまちづくりの推進

市長と地域を代表する女性との懇談会を開催した。参加者からは、地域の諸課題及び成功事例

についての発言があり、活発な意見交換が行われた。

10 自治会長の研修会等の実施

川越市と共催し、「自治会長研修会」を開催した。自治会活動に関係の深い市の各部署担当職

員から、業務内容についての説明及び質疑応答を実施した。

11 その他

令和元年 10 月 12 日、東日本に記録的な大雨をもたらした台風第 19 号をはじめとする災害に

より、本市でも甚大な被害が発生した。このことを受け、被災された方々への支援として、各自

治会に義援金を呼びかけたところ、1,891 万 2,916 円もの義援金が寄せられ、義援金は川越市義

援金運営委員会を通じ、全額が被害に遭われた方々へ届けられた。

号 発行年月 主 な 記 事

177 元.7 総会・自治会長研修会開催、転入者へお声がけを、新・広報委員紹介 他

178 元.10
東京 2020 大会に向けた 1年前イベント in川越、退任役員への感謝状贈呈、

地域活動支援費交付、大東支会の紹介 他

179 2. 1 シラコバト賞受賞、ブルーベリーの苗木配布、交通安全教室の開催 他

180 2. 4
令和元年台風第 19 号等災害義援金の贈呈、市長と地域を代表する女性と

の懇談会開催、旭町 1丁目自治会館完成 他
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年 月 日 事　　業　　名 会 場 等 内容・参加者等

３１．　４．１８ 平成３０年度会計監査 市役所 会長、監事、事務局

３１．　４．２４ 第１回理事会 市役所 定期総会について　他

元．　５．  １
　　～　５．３１

緑の募金協力 各自治会 各自治会

元．　５．１１
　　～　５．２０

春の全国交通安全運動 ウェスタ川越　他 会長、地元自治会、事務局等

元．　５．３０ 自治会長研修会 川越氷川会館 市役所関係各課

元．　５．３０
令和元年度総会並びに平成３０年度退
任自治会会長・副会長感謝状贈呈式

川越氷川会館
永年勤続表彰状贈呈８名、
市長感謝状贈呈６６名

元．　５．３０ 新旧役員懇親会 川越氷川会館 来賓、新旧役員、事務局

元．　６．　７ 第１回広報委員会 市役所 自治連だより１７７号編集

元．　６．１８ 第２回広報委員会 市役所 自治連だより１７７号校正

元．　７．　４ 第１回正副会長会 市役所 令和元年度事業について

元．　７．　４ 緑の募金送金 総額８，２９４，１９０円

元．　７．１０ 第２回理事会
川越市総合保健セン
ター

令和元年度事業について
地域活動支援費について

元．　７．１５
　　～　７．２４

夏の交通安全事故防止運動
川越駅東西デッキ
他

会長、地元自治会

元．　８．　３
東京２０２０大会に向けた１年前イベ
ントin川越　出展

ウェスタ川越
活動内容のパネル展示、自治会
加入促進クリアファイル、花の
種の配布

元．　８．２１ 退任役員に対する感謝状贈呈式 市役所 会長、原田氏、根岸氏、吉武氏

元．　８．２２ 第２回正副会長会 市役所
令和元年度事業について
「自治会活動の手引」の改訂に
ついて

元．　８．２６ 第３回広報委員会 市役所 自治連だより１７８号編集

元．　８．２９ 第３回理事会
川越市総合保健セン
ター

令和元年度事業について
「自治会活動の手引」の改訂に
ついて

元．　８．２９ 第１回幹事会
川越市総合保健セン
ター

視察研修会について

元．　９．　２ 第４回広報委員会 市役所 自治連だより１７８号校正

元．　９．１２ 第５回広報委員会 市役所 自治連だより１７８号最終校正

元．　９．２１ 第３６回交通安全大会 川越市やまぶき会館 会長、各支会

元．　９．２１
　　～　９．３０

秋の全国交通安全運動 ウェスタ川越　他 会長、地元自治会

12　会議・関連団体行事への参加等
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年 月 日 事　　業　　名 会 場 等 内容・参加者等

元．１０．　９ 第３２回防犯並びに暴力排除推進大会 ウェスタ川越 地域防犯推進委員

元．１０．２５ 第３回正副会長会 市役所
令和元年台風第１９号災害義援
金について　他

元．１０．２５ 第４回理事会 市役所
令和元年台風第１９号災害義援
金について　他

元．１１．１
　～　１１．２

役員視察研修会 千葉県柏市　他
住民と協働による地域づくり
柏市のふるさと協議会連合会

元．１１．　９ 第３５回青少年健全育成川越市民大会 川越市やまぶき会館 会長

元．１１．１０ ブルーベリー苗木配布(健康まつり) ウェスタ川越
正副会長、近隣自治会長、
事務局

元．１１．１１ 交通安全教室 大塚小学校
正副会長、常任理事、理事、
地元自治会長、事務局　他

元．１１．１５
　　～　１２．１５

令和元年台風第１９号等災害義援金活
動実施

各自治会 各自治会

元．１１．２１ 第６回広報委員会 市役所 自治連だより１７９号編集

元．１２．　１
　～　１２．１４

冬の交通事故防止運動 ウニクス南古谷　他 会長、地元自治会

元．１２．　４ 第７回広報委員会 市役所 自治連だより１７９号校正

元．１２．１３ 第８回広報委員会 市役所 自治連だより１７９号最終校正

元．１２．１７ 第４回正副会長会 市役所
令和元年度事業進捗状況につい
て　他

元．１２．２７
街頭犯罪等防止「年末防犯パトロー
ル」

クレアパーク 会長、関係自治会長

２．　１．２０ 第５回理事会 保健所
令和元年度事業について
令和２年度総会について

２．　２．　６ 市長と地域を代表する女性との懇談会 川越氷川会館

正副会長、第六～第十一の各支
会長、名細、霞ケ関、霞ケ関
北、大東、川鶴の各支会長、
女性代表２１名、事務局

２．  １．３１
令和元年台風第１９号等災害義援金贈
呈

総額１８，９１２，９１６円

２．　２．２１ 第５回正副会長会 市役所 自治会活動の手引について

２．　２．２２ 第９回広報委員会 市役所 自治連だより１８０号編集

２．　３．　８ 第１０回広報委員会 市役所 自治連だより１８０号校正

２．　３．１３ 第１１回広報委員会 市役所 自治連だより１８０号最終校正

上記のとおり事業報告いたします。

　　令和２年５月２８日

　　　　　　　　　川 越 市 自 治 会 連 合 会

                  会　長 　   本　間　幸　治

― 5 ―



　　　　　　（単位：円）

項 目

1.会費収入 1.会費収入 2,264,000 2,264,000 0 8,000円×283自治会

2.補助金 1.補助金 3,600,000 3,600,000 0 川越市補助金

3.助成金 1.助成金 100,000 136,000 36,000
彩の国コミュニティ推進事業助成
金

4.雑収入 1.雑収入 1,249,839 851,238 △ 398,601
緑の募金取扱還付金、健康まつり
参加料、犬フン看板頒布料、預金
利息

5.繰越金 1.繰越金 786,161 786,161 0 前年度繰越金

8,000,000 7,637,399 △ 362,601

　　　　　　（単位：円）

項 目

1.会議費 1,760,000 1,315,392 △ 444,608

1.総会費 450,000 223,192 △ 226,808 総会資料印刷、会場使用料等

2.役員会費 100,000 79,200 △ 20,800 正副会長会・理事会等

3.専門委員会
　費

10,000 1,000 △ 9,000 広報委員会

4.日当 1,200,000 1,012,000 △ 188,000 役員日当

2.事業費 4,700,000 3,977,028 △ 722,972

1.防犯・防災
  対策事業費

400,000 181,137 △ 218,863 のぼり旗用ポール購入等

2.交通安全対
　策関係費

500,000 463,913 △ 36,087 交通安全教室

3.環境美化関
　係費

400,000 334,939 △ 65,061 苗木配布等

4.青少年健全
　育成関係費

300,000 488,950 188,950 通学路用のぼり旗

5.広報関係費 1,600,000 1,392,830 △ 207,170
「自治連だより川越」発行、ＨＰ
年間使用料等

＜議案第２号＞

令和元年度　川越市自治会連合会決算報告

歳　入　の　部

科　　　目

合　　　計

歳　出　の　部

科    目

予算額 収入済額 比較増減 説　　　明

予算額 支出済額 比較増減 説　　　明
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項 目

6.活動支援費 400,000 300,000 △ 100,000
地域の主要活動支援
（第６・第１１・高階・名細）

7.コミ協事業
　費

400,000 385,919 △ 14,081 コミュニティ視察研修

8.加入促進費 400,000 323,440 △ 76,560 加入促進チラシ等

9.女性参画による
  まちづくり事業費 150,000 105,900 △ 44,100

市長と地域を代表する女性との懇談会
等

10.研究会諸費 150,000 0 △ 150,000
研修会で配布したカレンダー・資
料等は、市役所で作成したため

3.事務費 500,000 234,501 △ 265,499

1.事務局費 300,000 122,766 △ 177,234 会員名簿、消耗品等

2.通信費 200,000 111,735 △ 88,265 郵便はがき、封筒、振込手数料等

4.諸費 740,000 563,188 △ 176,812

1.慶弔費 150,000 5,000 △ 145,000 慶弔金等

2.交際費 85,000 47,500 △ 37,500 他団体総会祝金等

3.負担金 55,000 51,000 △ 4,000
暴力排除推進協・姉妹都市交流
委・彩の国コミ協・観光協会・環
境ネット等

4.表彰費 150,000 159,688 9,688
永年勤続自治会会長・副会長
記念品代等

5.積立金 300,000 300,000 0 設立70周年記念事業積立金

5.予備費 1.予備費 300,000 134,706 △ 165,294
令和元年台風第19号等災害義援金
事務費

8,000,000 6,224,815 △ 1,775,185

0

歳入合計 7,637,399

歳出合計 6,224,815

差引残額 1,412,584 　残額は令和２年度に繰り越します。

川 越 市 自 治 会 連 合 会

　　     会　長　  本　間　幸　治　

科    目

合    計

令和２年５月２８日

予算額 支出済額 比較増減 説　　　明
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令和元年度 川越市自治会連合会監査報告

令和２年４月２０日、川越市役所地域づくり推進課会議室において、川越市

自治会連合会会則第８条第４項に基づき監査した結果、令和元年度川越市自治

会連合会収支決算及び各証書並びに関係書類は適正に執行されておりましたの

で、報告します。

令和２年５月２８日

川 越 市 自 治 会 連 合 会

監 事

監 事

監 事

監 事
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＜議案第３号＞

令和２年度 川越市自治会連合会事業計画（案）

自治会の健全な発展を助長し、市との緊密な連絡協調を図り、もって市民福祉の増進に

寄与することを目的として、次の事業を実施する。

１ 防犯・防災対策の推進

２ 交通安全対策の推進

３ 環境美化の推進

４ 青少年健全育成の推進

５ 広報活動の充実

６ 地域活動への支援

７ 自治会への加入促進

８ コミュニティづくりの推進

９ 女性参画によるまちづくりの推進

10 自治会長の研修会等の実施

令和２年５月２８日提出

川 越 市 自 治 会 連 合 会

会 長 本 間 幸 治
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　　　　　　（単位：円）

項 目

1.会費収入 1.会費収入 2,264,000 2,264,000 0 8,000円×283自治会

2.補助金 1.補助金 3,400,000 3,600,000 △ 200,000 川越市補助金

3.助成金 100,000 100,000 0
彩の国コミュニティ推進事業助成
金

4.雑収入 1.雑収入 823,416 1,249,839 △ 426,423
緑の募金取扱還付金、健康まつり
参加料、犬フン看板頒布料、預金
利息

5.繰越金 1.繰越金 1,412,584 786,161 626,423 前年度繰越金

8,000,000 8,000,000 0

　　　　　　（単位：円）

項 目

1.会議費 1,660,000 1,760,000 △ 100,000

1.総会費 350,000 450,000 △ 100,000 総会資料印刷等

2.役員会費 100,000 100,000 0 正副会長会・理事会等

3.専門委員会
　費

10,000 10,000 0 広報委員会

4.日当 1,200,000 1,200,000 0
正副会長会・理事会・専門委員会
等

2.事業費 4,700,000 4,700,000 0

1.防犯・防災
　対策事業費

400,000 400,000 0 のぼり旗用ポール購入等

2.交通安全対
　策関係費

500,000 500,000 0 交通安全教室等

3.環境美化関
　係費

400,000 400,000 0 苗木配布等

4.青少年健全
　育成関係費

300,000 300,000 0 通学路用のぼり旗、誘導灯等

5.広報関係費 1,600,000 1,600,000 0
「自治連だより川越」発行、
ＨＰ年間使用料等

6.活動支援費 400,000 400,000 0 地域の主要活動支援

＜議案第４号＞

令和２年度　川越市自治会連合会予算（案）

歳　入　の　部

科　　　目

合　　　計

歳　出　の　部

科    目

本年度予算額 前年度予算額 比較増減 説　　　明

本年度予算額 前年度予算額 比較増減 説　　　明
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項 目

7.加入促進費 400,000 400,000 0 加入促進パンフレット等

8.コミ協
　事業費

400,000 400,000 0 コミュニティ視察研修等

9.女性参画による
まちづくり事業費 150,000 150,000 0

市長と地域を代表する女性との懇
談会等

10.研究会諸費 150,000 150,000 0 自治会長研修会等

3.事務費 600,000 500,000 100,000

1.事務局費 300,000 300,000 0
会員名簿、自治会活動の手引、消
耗品等

2.通信費 300,000 200,000 100,000 郵便はがき、封筒、振込手数料等

4.諸費 740,000 740,000 0

1.慶弔費 150,000 150,000 0 慶弔金等

2.交際費 85,000 85,000 0 他団体総会祝金等

3.負担金 55,000 55,000 0
暴力排除推進協・姉妹都市交流委
員会・彩の国コミ協・観光協会・
環境ネット等

4.表彰費 150,000 150,000 0
永年勤続自治会会長・副会長
記念品代等

5.積立金 300,000 300,000 0 設立70周年記念事業積立金

5.予備費 1.予備費 300,000 300,000 0

8,000,000 8,000,000 0

0

川 越 市 自 治 会 連 合 会

　　     会　長　  本　間　幸　治　

科    目

合    計

令和２年５月２８日提出

本年度予算額 前年度予算額 比較増減 説　　　明
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積立期間 平成３０年度～令和６年度

（単位：円）

積立金名称 積立年度 金額

平成３０年度 300,000

令和元年度 300,000

令和２年度 300,000

合計 900,000

積立金別表

自治連設立70周年記念事業積立金
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<議案第５号>

令和２年度 川越市自治会連合会役員（案）

役員の任期満了に伴い、次の役員を選任したいので、川越市自治会連合会会

則第６条第３項の規定により、総会の承認を求めます。

令和２年５月２８日提出

川 越 市 自 治 会 連 合 会

会 長 本 間 幸 治

役職名 氏 名

会 長 本 間 幸 治

副会長 新 井 正 司

副会長 本 郷 誠 二

副会長 舩 津 和 信

監 事 小 池 清 則

監 事 山 田 進 一

監 事 竹 内 龍 夫

監 事 中 村 浩 一
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備 品 台 帳

№ 品 名・型 式 単価（円） 数量 取得日 保管場所 備 考

１
DVDビデオカメラ

Sony Dcr-Dvd403
66,220 １ H18. 2. 2 地域づくり推進課会議室

２
DVDレコーダー

SonyRdr-Vh83
47,000 １ H18. 2. 2 〃

３
プロジェクター

Epson Emp‐Tw600
175,840 １ H18. 2. 2 〃

４
スクリーン

イズミHU-80F
36,000 １ H18. 2. 2 〃

５
ワイヤレスメガホン

ER-2830ｗ
38,850 1 H18. 2.20 〃

６
ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰﾕﾆｯﾄ

WTU-1720
26,250 1 H18. 2.20 〃

７
スピーカースタンド

ST‐16
13,650 1 H18. 2.20 〃

８
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ

WM－1210
37,800 1 H18. 2.20 〃

９
シュレッダー

ﾅｶﾊﾞﾔｼ Nse-401cs
24,000 １ H18. 2.20 〃

１０
デジタルカメラ

ニコンS 620SL
21,000 1 H21. 6.25 〃

１１
プリンター

キャノンMP 630
18,312 1 H21. 6.25 〃

１２
ノートパソコン

富士通ＦＭＶＡ705ＢＷ
134,800 1 H22.11.30 〃

合計 639,722
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川越市自治会連合会会則

（名 称）

第１条 この会は、川越市自治会連合会と称する。

（目 的）

第２条 この会は、自治会の健全な発展を助長し、市との緊密な連絡協調を図

り、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

（事 業）

第３条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（１）自治会相互の連絡に関すること。

（２）自治会活動の総合計画に関すること。

（３）行政機関及び関係団体との連絡協調に関すること。

（４）会員等の慶弔及び表彰に関すること。

（５）その他、この会の目的達成のため必要なこと。

（組 織）

第４条 この会は、この会の趣旨に賛同する自治会をもって組織する。

２ この会に、支会を置く。

３ この会に加入しようとする自治会は、当該地域の支会に加入しなければ

ならない。

（支 会）

第５条 支会は、隣接する自治会により組織する。

２ 支会には、支会長及び副支会長を置く。

３ 支会の設立は、総会において承認する。

４ 支会に関する必要な事項は、別に定める。

（役 員）

第６条 この会に次の役員を置く。

（１）会 長 １人

（２）副会長 ３人

（３）常任理事 支会長をもって充てる

（４）理事 副支会長をもって充てる

（５）監事 ４人以内

（６）特別役員 市自治組織担当副市長

２ 会長及び副会長は、常任理事の中から理事会が推薦し、総会で承認を得

る。

３ 監事は、自治会長の中から理事会が推薦し、総会で承認を得る。

（相談役）

第７条 この会に相談役を置くことができる。

２ 相談役は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
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（職 務）

第８条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

３ 常任理事及び理事は、この会の運営に関する事項を審議する。

４ 監事は、この会の会計及び庶務を監査し、その結果を総会で報告する。

５ 特別役員及び相談役は、会務について相談に応じる。

（任 期）

第９条 第６条第１項第１号から第５号までの役員の任期は２年とし、再任す

ることを妨げない。

２ 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 役員は、任期満了後も後任者が就任するまで在任する。

（会 議）

第１０条 この会の会議は、次のとおりとする。

（１） 総会

（２） 理事会

（３） 常任理事会

（４） 正副会長会

（総 会）

第１１条 総会は、年１回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、又

は会員の３分の１以上の要請があったときは、臨時に開催することができ

る。

２ 総会は、各自治会長をもって構成する。

３ 総会は、次に掲げる事項を議決する。

（１） 事業計画及び収支予算の決定に関すること。

（２） 会則の制定及び改廃に関すること。

（３） 役員の承認に関すること。

（４） 事業報告及び収支決算の承認に関すること。

（５） その他この会の運営に関する重要な事項に関すること。

（理事会）

第１２条 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の３分の１以上の

要請があったときに開催するものとする。

２ 理事会は、第６条第１項第１号から第４号の役員をもって構成する。

３ 理事会は、次に掲げる事項を議決する。

（１） 諸規程の制定及び改廃に関すること。

（２） 総会提案事項に関すること。

（３） その他この会の運営に関する重要なこと。

（常任理事会）

第１３条 常任理事会は、必要に応じ開催する。
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２ 常任理事会は、第６条第１項第１号から第３号の役員をもって構成する。

３ 常任理事会は、次に掲げる事項を議決する。

（１） 官公署等からの委任に関すること。

（２）その他必要と認められる事項に関すること。

（正副会長会）

第１４条 正副会長会は、会長が必要と認める会議の方針及び会議の原案、

その他緊急事項等について審議し処理する。

（専門委員会）

第１５条 この会の事業を円滑に推進するため、常任理事会に専門委員会を

置くことができる。

２ 専門委員会の決定事項は、常任理事会に報告し承認を得るものとする。

（招集及び議長）

第１６条 総会及び理事会並びに常任理事会は、会長が招集する。

２ 専門委員会は、委員長が招集する。

３ 総会の議長は、常任理事の中から総会で選出する。

４ 理事会及び常任理事会は、会長が議長となる。

（定足数及び表決）

第１７条 会議は、構成員の半数以上の者が出席しなければ開くことができ

ない。ただし、総会においては、委任状をもって出席にかえることができ

る。

２ 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決す

るところによる。

（事務局）

第１８条 この会の事務局を、川越市役所自治組織主管課内に置く。

２ 事務局に、事務局長及び書記若干名を置き、市長の同意を得て会長が委

嘱する。

３ 書記は、会長の命を受け会計及び庶務に従事する。

（会 計）

第１９条 この会の経費は、会費・補助金その他の収入をもって充てる。

２ 会費は、別途定める。

（会計年度）

第２０条 この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をも

って終わる。

（経費の支弁）

第２１条 役員及び専門委員会委員がこの会の会議に出席、又は出張したと

きは、その経費を支弁することができる。

（脱 会）
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第２２条 支会を脱会したものは、この会を脱会したものとみなす。

（委 任）

第２３条 この会則に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は、

会長が理事会に諮って定める。

附 則

１ この会則は、昭和５９年５月２２日から施行する。

２ 川越市自治会連合会会則（昭和４７年２月１７日制定）は、廃止する。

附 則

この会則は、平成３年５月２２日から施行する。

附 則

この会則は、平成６年４月１日から施行する。

附 則

１ この会則は、平成７年６月２日から施行する。

２ この会則施行の際、現に第６条第１項の職にある者の任期は、第９条第

１項の規定にかかわらず、平成８年度通常総会までとする。

附 則

１ この会則は、平成１３年５月２２日から施行する。

２ 改正後の会則第６条第１項第２号の規定により、新たに副会長となる者

の任期は、第９条第１項の規定にかかわらず、平成１４年度通常総会まで

とする。

附 則

この会則は、平成１７年５月２７日から施行する。

附 則

この会則は、平成１９年５月２４日から施行する。
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川越市自治会連合会会則施行細則

（趣旨）

第１条 この細則は、川越市自治会連合会（以下「連合会」という。）会則第２３

条の規定に基づき、必要な事項を定める。

（組織）

第２条 連合会に加入しようとする自治会は、地元支会に加入するとともに入会

申込書により、連合会会長に届け出るものとする。

２ 連合会を退会しようとする自治会は、退会届により支会長を経由して、連合

会会長に届け出るものとする。

（会費）

第３条 自治会が連合会に納める会費は、１自治会につき年額８，０００円とす

る。ただし、年度の途中において設立した自治会が連合会に加入する場合は、

当該年度の会費を免除する。

（支会）

第４条 連合会の支会は、原則として隣接する自治会５自治会以上で組織し別表

で定める。

２ 支会を脱会し、または統合し新たな支会を組織するときは、脱会前の支会ま

たは統合前の支会の同意書とその理由書を会長に提出しなければならない。

３ 支会に加入しない自治会は連合会に加入することはできない。

（役員の定数）

第５条 会則第６条第１項第４号に定める理事の定数は、各支会１名とする。た

だし、高階支会においては当面２名とする。

（経費の支弁）

第６条 連合会役員及び専門委員が、次に掲げる用務を行った場合、それぞれ、

次の経費を支弁する。また、事務局長または事務局書記が同行する場合は、そ

の宿泊料及び交通費を支弁する。ただし、連合会主催の視察研修、事業等へ出

席した場合は、支弁しない。

（１）連合会主催の会議（総会を除く。）に出席した場合、日当。

（２）研修その他用務のため市外に出張した場合、交通費及び日当。宿泊を伴う

場合、宿泊料。

２ 前項に規定する日当、交通費及び宿泊料は、次に掲げる額とする。

（１）日 当 １日当たり ４，０００円

（２）宿泊料 １泊につき２０，０００円を限度とし、これ以内の場合は実

費額とする。

（３）交通費 市外における会議、研修等に出席するため、公共交通機関を

一般的かつ経済的な経路で利用した時に要する実費額。

附 則
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この細則は、平成７年６月１６日から施行する。

附 則

この細則は、平成９年５月１日から施行する。

附 則

この細則は、平成１１年４月２７日から施行し、平成１１年４月１日から適

用する。

附 則

この細則は、平成１２年４月２７日から施行し、平成１２年４月１日から適

用する。

附 則

この細則は、平成１４年４月２６日から施行し、平成１４年４月１日から適

用する。

附 則

この細則は、平成１８年１月２４日から施行する。

附 則

この細則は、平成１８年４月２７日から施行し、平成１８年４月１日から適

用する。

附 則

この細則は、平成２０年７月１１日から施行し、平成２０年４月１日から適

用する。

附 則

この細則は、平成２４年６月１日から施行する。
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川越市自治会連合会慶弔及び表彰規程

（趣旨）

第１条 この規程は、川越市自治会連合会（「以下「連合会」という。」会則

第２３条の規定に基づき、必要な事項を定める。

（慶弔の基準）

第２条 連合会は、次の各号に該当する場合に慶弔金を支給する。

（１）自治会の集会施設を新築した場合 祝金 １０，０００円

（２）自治会会長が事故又は病気のため、１ヶ月以上安静加療した場合

見舞金 ５，０００円

（３）自治会会長が死亡した場合

香典 ５，０００円及び花輪１基

（４）自治会会長と同居する父、母、又は配偶者が死亡した場合

香典 ５，０００円

（５）その他連合会会長が必要と認めた場合

（表彰の区分）

第３条 連合会会長は、連合会会則第６条第１項第１号から第４号までに該

当する者が役員を退いた場合並びに自治会会長及び自治会副会長がその

職を退いた場合で、その業績が顕著なものであると認められるときは、理

事会に諮り市長に表彰を具申する。

２ 連合会会長は、自治会会長及び自治会副会長がその職を退いた場合で、

その業績が顕著なものであると認められるときは、理事会に諮り表彰する。

（表彰の基準）

第４条 市長へ表彰の具申をするものは、次の基準による。

（１） 連合会会長及び副会長は、在職２年以上の場合

（２） 連合会常任理事及び理事は、在職５年以上の場合

（３） 自治会会長及び副会長は、次による。ただし、自治会副会長にあって

は、４年以上在職した者を対象とする。

①在職２年以上５年未満の場合

②在職５年以上１０年未満の場合

③在職１０年以上１５年未満の場合

④在職１５年以上２０年未満の場合

⑤在職２０年以上の場合

２ 連合会会長表彰は、次の基準による。

（１） 在職１０年以上１５年未満の場合

（２） 在職１５年以上２０年未満の場合

（３） 在職２０年以上２５年未満の場合

（４） 在職２５年以上３０年未満の場合
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（５） 在職３０年以上の場合

３ 第１項の規定にかかわらず、連合会会長が必要と認めた場合は、この限

りでない。

（在職年数の計算）

第５条 在職年数は、満年をもって計算する。

附 則

１ この規程は、昭和５９年４月１日から施行する。

２ 川越市自治会連合会慶弔及び表彰規程（昭和４５年７月１０日制定）は、

廃止する。

附 則

この規程は、昭和６１年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成３年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成４年１１月２日から施行する。

附 則

この規程は、平成７年６月１６日から施行する。

附 則

この規程は、平成１５年８月５日から施行し、平成１５年４月１日から

適用する。
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◎コミュニティ……

それは明日のくらしをつくることです。

わたしたちがくらすということは、他人と共

に生きるということです。

他の人と共に生きるためには、お互いの立場

を認め合うことが大切です。

そして、お互いの立場や意見の違いを理解し

合って、いま、地域にある様々な課題をどう解

決していくかを考えることも、また大切なこと

です。

コミュニティとは、いまくらしている地域を

より良くしようという人々の活動によって生み

出される生活の場のことをいいます。
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